
戸田市向田町会会則

第一章総 則

(名 称)

第 1 条 本会は戸田市向田町会と称する。

′(事務所の所在地)

第 2 条 本会の事務所を向田町会会館に置く。

(会 員)

第 3 条 本町会に居住する世帯を持って組織する。

(援助会員)

第 4 条 本町会内に作業場をもつ工場及び倉庫等を援助会員とする。

第二章 目的及び事業

(目

第5

的)

条 本会は会員の自主性を尊重し、その健全な発展と相互の連絡協調をはかり、

会員の福祉増進に寄与し、もって住みよい地域をつくることを目的とする。

2.そのために特定の政党、宗教等の団体には属さない。

(事

第6

業)

条 本会は前条第1項の目的を達成するために次の事業を行う。

1.市行政の周知徹底

2.本会員の相互援助活動

3.その他町会の目的達成に必要な事業

第三章役 員

(役

第7

員)

条 本会に次の役員を置く。

ム
フ× 長 1名 副会長 若干名

防火防犯部長 1名 防火防犯副部長

衛生 部長 1名 衛生 副部長

(役員の選出)

第 8 条 理事の選任

1.各班により選出された班長

2.町会において原則として従来より町会の発展に寄与している者、および

それに準ずる者若干名を選出する。

ム
】; 計

会計監査

1名

1名

1名

2名
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付 則 会員は諸会議及び諸行事には出来るだけ参加すること。もし欠席する場合は

理由を添えて委任状を提出しなければならない。

但し特別な理由が有り、班員の総意がある場合はこの限りではない。




